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第１回新株予約権の行使価額修正に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社が 2022年 9月 1日に発行しました第 1回新株予

約権（以下、「本新株予約権」といいます）の行使価額について、下記のとおり修正することを

決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 
（1） 新株予約権の名称 太洋物産株式会社第 1回新株予約権 

（2） 発行した新株予約権の総

数 

5,560個 

（3） 行使価格の修正日 2023年 11月 16日 

（4） 修正後行使価格の適用開

始日 

2023年 12月 1日 

（5） 修正前行使価格 946円 

（6） 修正後行使価格 767.7円 

（7） 修正日前日時点における

本新株予約権の未行使残

存個数（株式数） 

5,560個（556,000株） 

（7） 修正事由 発行要項に規定された行使価額の修正条項の適用による

ものであります 

(8) 資金調達の資金使途 本新株予約権が行使された場合に払い込まれる資金は、

以下の使途に充当する予定です。 

① ペットフード事業への投資資金 

② 太陽光事業への投資資金 

③ ECOミート事業への投資資金 

④ 煙台における中国国内向けシロップ販売の事業資金 

 

【本新株予約権の行使価額を修正する理由について】 

当社としては、本新株予約権による調達資金の資金使途でもある、「①ペットフード事業への投

資資金」「②太陽光事業への投資資金」「③ECOミート事業への投資資金」「④煙台における中国国

内向けシロップ販売の事業資金」のもと、本新株予約権の行使がなされ、その結果資金調達が進

むことを企図しておりますが、直近の株価の推移を鑑みると、当初行使価額を下回る水準で株価

が推移し、これまでのところ行使されておりません。以上のような状況を踏まえ、当社の現状の

株価水準を適切に本新株予約権の行使価額に反映することにより、行使を促進し、機動的な資金

調達を実現するために本新株予約権の行使価額を修正することといたしました。 

かかる行使価額の修正により資金調達額は減少することがありえますが、当社が行使価額の修
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正を行わないことで本新株予約権の行使が行われず、資金調達が行われないこととなります。そ

の結果、事業計画どおりに施策を実施できないため、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。そのため、施策を計画どおりに進めることを優先し、行使価額の修正を行うものであります。  

 

※ご参考（第 1回新株予約権の詳細 2022 年 8月 16日付開示資料をご覧ください。）  

(1） 当社は、資金調達のため必要があるときは、割当日より６ヶ月経過後（2023年３月２

日）以降、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づ

き行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するも

のとし、当該通知が行われた日の 10取引日目（又は当社と本新株予約権者が合意するそ

れより短い日）以降、第 12項に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使

価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当する金額（円位未満小数

第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上げた金額）に修正される。「取引日」と

は、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所にお

いて当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合（一時的な

取引制限を含む。）には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。「修正日」と

は、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、「注）７．本新株予

約権の行使請求の方法」に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいう。ま

た、本新株予約権の行使価額は、本発行要項に従って調整されることがある。なお、以

下に該当する場合には、当社はかかる取締役会決議及び通知を行う事ができないものと

する。なお、以下に該当する場合には、当社はかかる取締役会決議及び通知を行う事が

できないものとする。 

① 金融商品取引法第 166 条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合 

② 前回の行使価額修正通知を行ってから 12ヶ月（１年間）が経過していない場合 

 

(2）行使価額は 946円（但し、本欄第３項による調整を受ける。）を下回らないものとする。本

項(1)の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額

は下限行使価額とする。 

以 上 


